
令和７年分　確定申告相談のごあんない

・令和７年分所得税の確定申告、令和８年度町県民税の申告相談を下記の日程で行います。申告相談にご来場の際は、下記の注意事項を必ずご確認ください。
・小代会場のみ週４日間の開場（毎週金曜日は閉場）となります。
・本年度から香住会場の受入人数を拡大します（従来：６０人/日⇒本年度：７２人/日）。
他会場が混雑している場合等は、香住会場への来場をご検討ください。ただし当日予約制となりますので、受付時間内に予約をお願いします。

日時　：　令和８年２月１６日（月）～３月１６日（月）　の平日
午前９時～午後４時まで

	申告相談会場
	相談場所
	受付時間　及び　受付場所

	香住会場
	香美町役場　１階
「第１会議室」
	８時～１５時まで　（受付場所：香美ホール）
※申告会場入口付近で受付を行います。

	村岡会場
	村岡地域局　３階
「３０３会議室」
	８時～９時まで　（受付場所：１階　地域生活係）
９時～１５時まで（受付場所：申告会場入口）
※従事職員数の減に伴い、１日の受入可能人数の減が見込まれます。可能な方は、香住会場への来場をご検討下さい。

	小代会場
	小代地域局　１階
「会議室」
	８時～１５時まで（受付場所：申告会場入口）
※毎週金曜日の相談は、行いません。



【申告相談に係る注意事項】
①申告相談会場にご来場の方は、電子申告に必要な「利用者識別番号（個人ごとに付番される１６桁の番号）」が必要です。
　≪取得済みの方≫　利用者識別番号がわかる書類を必ずご持参ください。
（例）確定申告のお知らせはがき（または通知書）、
電子申告に係る利用者識別番号等の通知書等
≪未取得の方≫　申告会場で取得できます。
＊ご自身で決めた暗証番号（英小文字＋数字の組み合わせで、８桁以上）が必要と
なりますので、事前に決めていただいた上でご来場ください。

②相談を受付けない確定申告（直接、豊岡税務署で申告相談をしてください）
＊青色申告の方
＊譲渡所得（土地・建物・株式等）のある方
＊住宅借入金等特別控除（初年度）の適用を受ける方
＊亡くなられた方の準確定申告をされる方
＊修正申告、更正の請求をされる方（一度申告した内容を修正するための申告）
＊その他、複雑な申告や時間を要する申告（受入状況により相談受付が困難な場合は、税務署での申告をお願いする場合があります。あらかじめご了承ください。）
　　　　（裏面につづく）
③申告相談がスムーズにできるよう、必ず事前に整理しご来場ください。
　＊収支内容がわかる書類（事業所得、農業所得、不動産所得を申告される方）
　＊医療費控除の明細書（人ごと、医療機関ごとに金額を整理し、事前に計算を済ませ
てお越しください。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
④申告に使用した帳簿や書類等は、一定期間、必ず保管をお願いします。
（税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。）

＊医療費控除をおこなった医療費の領収書は、自宅で５年間保管すること。
＊白色申告者についても、次のような記帳・帳簿等の保存制度があります。
〈記帳・帳簿等の保存制度〉
　事業所得等（事業所得、不動産所得及び山林所得）を生ずべき業務を行う全ての方（所得税及び
復興特別所得税の申告の必要がない方を含む）は、帳簿を備え付けて収入金額や必要経費に関す
る事項を記帳するとともに、帳簿や書類を保存する必要があります。

⑤給与所得・年金所得がある方は、源泉徴収票原本を必ずお持ちください。

⑥確定申告書等にはマイナンバー（個人番号）の記載と、本人確認書類の提示が必要
です。
（1）確定申告書等へのマイナンバーの記載について
＊申告書にはマイナンバーを記載する欄を設けており、申告者ご本人や控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者などのマイナンバーの記載が必要です。
（2）本人確認書類の提示
＊マイナンバーを記載した申告書を提出する際には、申告者ご本人の本人確認書類の提示が必要です。
（控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者などの本人確認書類は不要です。）

【本人確認書類とは】
　※マイナンバーカード
　※マイナンバーカードをお持ちでない方は、
　　個人番号がわかる書類（通知カード等）＋身元確認書類（運転免許証、健康保険証
または健康保険の資格確認書、身体障害者手帳等）の２点

⑦公的年金受給者の方は、確定申告が不要になる場合があります。
　＊詳しくは、別紙のちらし「年金受給者のみなさまへ」をご覧ください。　　
　＊ただし、所得税の確定申告書の提出が不要の場合でも、下記に該当する方は住民税の申告が必要です。
（1）公的年金等に係る雑所得のみある方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載され
ている控除（社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除など）以外の各種控除の適用
を受けるとき。
（2）公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき。

【問い合わせ先】
香美町役場税務課（３６－１１１３（課直通））　村岡地域局地域生活係（９４－０３２１（代表））　小代地域局地域生活係（９７－３１１１（代表））　　　　　　　　
